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(57)【要約】
　画像処理装置は、入力された画像に対する画像処理を
行う内部画像処理部と、外部ネットワークに接続された
外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行う選択処理部とを
具備する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像に対する画像処理を行う内部画像処理部と、
　外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行う選択処理部と
を具備したことを特徴とする内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項２】
　前記選択処理部は、操作信号に基づいて前記選択処理を行って、前記入力された画像を
前記内部画像処理部に供給するか前記外部画像処理装置に送信するかを切換えるための画
像の選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項３】
　前記選択処理部は、前記入力された画像の信号処理に基づいて前記選択処理を行って、
前記入力された画像を前記内部画像処理部に供給するか前記外部画像処理装置に送信する
かを切換えるための画像の選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項４】
　前記選択処理部は、前記内部画像処理部に入力された画像のうち前記外部画像処理装置
に送信する画像を選択するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項５】
　前記選択処理部は、前記内部画像処理部による画像処理の処理結果に基づいて、前記外
部画像処理装置に送信する画像を選択するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項６】
　前記内部画像処理部は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項７】
　前記外部画像処理装置は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項８】
　前記内部画像処理部及び外部画像処理装置は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項９】
　前記内部画像処理部は、外部画像処理装置に比較して短時間で処理結果を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１０】
　前記外部画像処理装置は、内部画像処理部に比較して詳細な処理結果を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１１】
　前記内部画像処理部は、前記入力された画像に対する第１の診断を実施し、
　前記選択処理部は、前記外部画像処理装置において前記第１の診断よりも詳細な第２の
診断を行うための画像を、前記第１の診断の結果に基づいて選択する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１２】
　前記内部画像処理部は、前記入力された画像から病変部候補の検出を行い、
　前記選択処理部は、前記外部画像処理装置に対して前記病変候補部の鑑別を行わせるた
めに、前記病変部候補の画像部分を含む画像を選択的に送信するための画像の選択を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１３】
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　前記選択処理部は、前記病変部候補を含む画像部分をトリミングした画像を前記外部画
像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１４】
　前記選択処理部は、前記病変部候補の検出の信頼度が所定の閾値よりも低い画像を前記
外部画像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１５】
　前記選択処理部は、前記病変部候補の画像部分のサイズが所定のサイズよりも大きい画
像を前記外部画像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１６】
　前記選択処理部は、前記病変部候補のフレームを含む前後所定数のフレームの画像を前
記外部画像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１７】
　前記選択処理部は、前記入力された画像の輝度範囲、色範囲、合焦状態範囲の少なくと
も１つの範囲が各閾値の範囲外にある場合には、前記入力された画像を前記外部画像処理
装置に送信しないための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１８】
　前記外部画像処理装置の処理結果を受信するインタフェースを更に具備し、
　前記内部画像処理部の処理結果及び前記外部画像処理装置の処理結果の少なくとも一方
と前記入力された画像とを出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１９】
　前記内部画像処理部の処理結果及び前記外部画像処理装置の処理結果の少なくとも一方
と前記入力された画像とをモニタに出力する
ことを特徴とする請求項１８に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか１つに記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置と、
　前記外部画像処理装置と
を具備したことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２１】
　入力された画像に対する画像処理を行い、
　外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする内視鏡システムに用いる画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク上の装置との連携処理が可能な内視鏡システム及び内視鏡シス
テムに用いる画像処理装置及び画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療用画像に対する画像処理によって、定量的な判断尺度の提供・診断の際に着
目すべき微細構造の特定・画像解析による病状の推定結果などの支援情報を提供するコン
ピュータ診断支援（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：ＣＡＤ）が開
発されている。ＣＡＤは、例えば、Ｘ線画像に対する診断等に利用されている。
【０００３】
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　また、近年、内視鏡からの動画像に対して病変部候補の位置を示したり鑑別情報を表示
したりするＣＡＤも発表されている。ＣＡＤにおいて鑑別情報を表示するためには、膨大
な計算が必要である。このため、例えば手術室に配置されたシステムだけでは、演算能力
等の点からＣＡＤによる確実な診断処理を行うことができないことがあったり、確実な診
断を行うために膨大な時間を要する場合があったりする。そこで、ネットワークを介して
処理能力が高い外部の機器に画像情報等を伝送して、外部機器において診断処理等を行う
場合が考えられる。
【０００４】
　この場合には、伝送量の削減のために画像の符号化処理をおこなうことも考えられる。
例えば、特許文献１においては、複数のカメラを備えた監視カメラシステムにおいて、ネ
ットワークを介してシステムに流される画像情報を削減するために、画像情報を符号化す
ることで、伝送するデータ量を削減する技術が開示されている。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の提案を採用して情報を圧縮して伝送したとしても、伝送量
を十分に削減することができないことがあるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、外部の機器に伝送する画像情報の選択を行うことにより、外部の機器への伝
送量を十分に削減することができる内視鏡システム及び内視鏡システムに用いる画像処理
装置及び画像処理方法を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡システムに用いる画像処理装置は、入力された画像に対する画
像処理を行う内部画像処理部と、外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対し
て前記入力された画像の一部を選択して送信するための選択処理を行う選択処理部とを具
備する。
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡システムは、前記内視鏡システムに用いる画像処理装置と、前
記外部画像処理装置とを具備する。
【０００９】
　本発明の一態様による内視鏡システムに用いる画像処理方法は、入力された画像に対す
る画像処理を行い、外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力さ
れた画像の一部を選択して送信するための選択処理を行う。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像処理装置を用いた内視鏡システムを示す説
明図。
【図２】内部画像処理装置４の具体的な構成の一例を示すブロック図。
【図３】本発明の第２の実施の形態を示すブロック図。
【図４】図３中の選択部１５の具体的な構成の一例を示すブロック図。
【図５】第１の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図６】本発明の第３の実施の形態を示すブロック図。
【図７】本発明の第４の実施の形態を示すブロック図。
【図８】図７中の画像処理部２２の具体的な構成の一例を示すブロック図。
【図９】第４の実施の形態の動作を説明するためのフローチャート。
【図１０】本発明の第５の実施の形態を示すブロック図。
【図１１】本発明の第６の実施の形態を示すブロック図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
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【００１２】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る画像処理装置を用いた内視鏡システムを示す説
明図である。
【００１３】
　本実施の形態の内視鏡システムは、外部ネットワークの内側に配置された内部画像処理
装置と、内部画像処理装置により外部ネットワークを介してアクセス可能な外部画像処理
装置とにより構成される。一般に、外部ネットワークに接続された外部画像処理装置は、
内部画像処理装置に比べて処理能力が高く、高精度処理が容易である場合が多いのに対し
、外部ネットワークの内側に配置される内部画像処理装置は、外部ネットワークへのアク
セス及びデータ伝送に要する時間だけ早く処理を行うことができ、結果的に高速処理やリ
アルタイム処理が可能な場合がある。
【００１４】
　本実施の形態はこのような内部画像処理装置と外部画像処理装置との利点を考慮して、
処理に用いる画像情報等の外部画像処理装置への伝送を選択的に行うことで、伝送量を削
減すると同時に、リアルタイム性や高速性を必要に応じて確保しつつ、詳細で信頼性の高
い確実な処理を可能にするものである。
【００１５】
　本実施の形態は、画像処理の対象となる画像として、内視鏡からの動画像を例に説明す
るが、本実施の形態は内視鏡画像等の医療画像に限らず、各種動画像についての処理を行
うものに適用可能である。また、適用対象の画像として医療画像を採用し画像処理として
診断処理等を行う装置を例に説明するが、画像処理の種類は特に限定されるものではなく
、種々の画像処理に適用可能である。
【００１６】
　図１において、内視鏡１は、体腔内に挿入される図示しない細長い挿入部を有し、挿入
部の基端部には操作者に操作される操作部（図示せず）が連設されている。この操作部か
らユニバーサルコード２が延出されてセントラルプロセッサ３に接続されている。内視鏡
１の挿入部の先端部には、観察対象を照明するための照明レンズが配設されており、照明
レンズを介して被写体に照明光が照射されるようになっている。被写体からの反射光は、
挿入部の先端に設けられた対物レンズを介して挿入部に取り込まれ、内視鏡１に設けられ
たＣＣＤやＣＭＯＳセンサ等により構成される撮像部に入射する。撮像部は、被写体光学
像に基づく撮像信号をユニバーサルコード２を介してセントラルプロセッサ３に出力する
。
【００１７】
　セントラルプロセッサ３は、内視鏡１からの撮像信号に対して所定の信号処理を施して
、モニタ５に表示可能な形式の内視鏡画像を生成する。セントラルプロセッサ３は生成し
た内視鏡画像（医療画像）を内部画像処理装置４に出力する。なお、内部画像処理装置４
には内視鏡１により得られた内視鏡画像のみが入力される例を示しているが、複数の内視
鏡からの画像や超音波内視鏡からの画像等、複数種類の医療画像が入力されるものであっ
てもよい。
【００１８】
　内部画像処理装置４は、入力された医療画像に対する画像解析によって、診断支援を行
うことができるようになっている。例えば、内部画像処理装置４は、医療画像に基づいて
病変部候補を検出することができる。また、例えば、内部画像処理装置４は、検出した病
変部候補について、良性か悪性か等の鑑別を行うことができるようになっていてもよい。
【００１９】
　内部画像処理装置４による病変部候補の検出や鑑別には、公知の各種手法を採用するこ
とができる。例えば、内部画像処理装置４は、ＡＩを用いた機械学習によって、病変部候
補の検出や鑑別を行うようになっていてもよい。例えば、内部画像処理装置４は、病変部
の画像や病変部でない画像等の大量の学習用画像を用いた深層学習によって、医療画像か
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ら病変部候補の検出や鑑別を行うための推論モデルを生成してもよい。この場合には、内
部画像処理装置４は、病変部候補である確率や鑑別の確率の情報を出力することができる
。
【００２０】
　なお、機械学習に採用するネットワークとしては、公知の種々のネットワークを採用し
てもよい。例えば、ＣＮＮ（Convolution Neural Network）を利用したＲ－ＣＮＮ（Regi
ons with CNN features）やＦＣＮ（Fully Convolutional Networks）等を用いてもよい
。また、深層学習に限らず、公知の各種機械学習の手法を採用して推論モデルを取得して
もよい。
【００２１】
　また、内部画像処理装置４は、機械学習以外の手法によって、医療画像から病変部候補
の検出や鑑別を行ってもよい。例えば、内部画像処理装置４は、医療画像に対する画像解
析により、色、突起部等の形状、表面形状等について各像部分を判定することで、病変部
候補の検出や鑑別を行ってもよい。
【００２２】
　内部画像処理装置４は、外部ネットワーク６にアクセス可能であり、外部ネットワーク
６に接続されている外部画像処理装置７との間で情報の授受が可能である。なお、外部ネ
ットワーク６は例えばインターネット等の公衆ネットワークであってもよく、院内ネット
ワーク等であってもよい。
【００２３】
　外部画像処理装置７は内部画像処理装置４と同様の機能を有し、内部画像処理装置４よ
りも高精度の処理を比較的短時間に行うことができる。例えば、外部画像処理装置７の診
断機能を機械学習によって実現する場合には、外部画像処理装置７はより大量の画像を用
いて機械学習を行っており、内部画像処理装置４よりも高い信頼度で高精度の診断を行う
ことができる可能性を有している。なお、外部画像処理装置７は、１台のコンピュータに
よって機能を実現するものだけに限らず、分散処理を行う複数のコンピュータによって機
能を実現するものでもよく、また、インターネット上のサービスとして各種機能を提供す
るクラウドコンピューティングを実現するものであってもよい。
【００２４】
　内部画像処理装置４は、自機において診断を行うだけでなく、外部画像処理装置７に対
して画像情報等を送信して診断等を依頼することができるようになっている。この場合に
おいて、本実施の形態においては、内部画像処理装置４は、入力される画像情報のうち外
部画像処理装置７に提供する画像情報等を選択し、一部の画像情報のみを外部画像処理装
置７に出力するようになっている。外部画像処理装置７は、内部画像処理装置４の請求に
従って、受信した画像情報に対する診断を実施し、診断結果を外部ネットワーク６を介し
て内部画像処理装置４に送信することができるようになっている。
【００２５】
　内部画像処理装置４は、セントラルプロセッサ３からの医療画像をモニタ５に出力する
ことができる。また、内部画像処理装置４は、自機による診断結果と外部画像処理装置７
の診断結果とを表示するためのモニタ出力を発生してモニタ５に出力することができるよ
うになっている。なお、内部画像処理装置４は、セントラルプロセッサ３からの医療画像
に診断結果を重畳してモニタ５に表示させることが可能である。
【００２６】
　本実施の形態においては、内部画像処理装置４は、外部からの選択信号に基づいて、外
部画像処理装置７に供給する画像情報の選択を行うようになっている。外部からの選択信
号としては、例えば、内視鏡１の操作に基づく信号を用いることができる。
【００２７】
　例えば、内視鏡１の操作部には、静止画撮影のためのレリーズスイッチや静止画表示の
ためのフリーズスイッチ等が配設されている。レリーズスイッチやフリーズスイッチは、
術者が例えば注意深く観察すべきと判断した場合に操作されることが考えられる。そこで
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、レリーズスイッチやフリーズスイッチ等が操作されると、当該操作に基づく操作信号を
画像情報の出力先の選択信号として内部画像処理装置４に与えるようになっていてもよい
。内部画像処理装置４は、レリーズスイッチやフリーズスイッチ等の操作に基づく選択信
号が入力されると、この操作によって指定された静止画像を外部ネットワーク６を介して
外部画像処理装置７に供給する。
【００２８】
　また、内視鏡１では、可視光を用いた通常光観察（白色光観察：White Light Imaging
：ＷＬＩ）だけでなく、狭帯域光観察（Narrow Band Imaging：ＮＢＩ）や蛍光観察等の
特殊光観察も可能である。内視鏡１の操作部には、通常光観察と特殊光観察との選択のた
めのスイッチも配設されており、このスイッチの操作に基づく操作信号を画像情報の出力
先の選択信号として内部画像処理装置４に与えるようになっていてもよい。この場合には
、内部画像処理装置４は、通常光観察時には入力された画像情報を自機で用い、特殊光観
察を指定する操作に基づく選択信号が入力されると、入力された画像を外部ネットワーク
６を介して外部画像処理装置７に供給する。
　また、観察モードの切換時を操作の一例として挙げたが、例えば、画像を拡大する操作
信号等のように画像を注意深く見ようとする操作についても選択信号として採用してもよ
い。また、画像が一定時間以上停止した場合等についても、これを検出して選択信号とし
てもよい。
【００２９】
　なお、内視鏡１の操作に基づく操作信号は、一旦セントラルプロセッサ３に供給され、
セントラルプロセッサ３から選択信号として内部画像処理装置４に供給されるようになっ
ていてもよく、また、内視鏡１から内部画像処理装置４に直接供給されるようになってい
てもよい。
【００３０】
　また、検査室内には、各種医療機器が配設されており、例えば、電気メスやフットスイ
ッチ等の医療機器のオン，オフを切換えるスイッチ操作に基づく信号を選択信号として、
内部画像処理装置４に供給することも可能である。この場合には、例えば、フットスイッ
チの使用時の画像情報を外部画像処理装置７に転送する等の選択処理が可能である。
【００３１】
　図２はこのような内部画像処理装置４の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【００３２】
　内部画像処理装置４は、スイッチ１１、画像診断処理部１２及びインタフェース１３に
よって構成されている。選択処理部としてのスイッチ１１にはセントラルプロセッサ３か
らの医療画像等が入力され、入力された医療画像を選択信号に基づいてインタフェース１
３に出力するか又は画像診断処理部１２に出力するようになっている。内部画像処理部と
しての画像診断処理部１２は、入力された医療画像に対して、上述した機械学習や他の手
法を採用した診断処理を実行し、診断結果をモニタ出力としてモニタ５に出力するように
なっている。インタフェース１３は、内部画像処理装置４の内部と外部ネットワーク６と
の間で情報の授受が可能であり、スイッチ１１からの医療画像等を外部ネットワーク６を
介して外部画像処理装置７に送信すると共に、外部画像処理装置７からの情報を外部ネッ
トワーク６を介して受信して画像診断処理部１２に供給することができるようになってい
る。
【００３３】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について説明する。
【００３４】
　いま、内視鏡１を被検体に挿入し、内視鏡画像を用いて被検体内の病変部の検出及び鑑
別を行うものとする。術者は図示しない挿入部を図示しない被検体内に挿入する。内視鏡
１は被検体内の撮影によって取得した撮像信号をセントラルプロセッサ３に出力する。セ
ントラルプロセッサ３は、内視鏡１からの撮像信号に基づく内視鏡画像を生成して、内部
画像処理装置４に出力する。
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【００３５】
　内部画像処理装置４は、例えば図２のスイッチ１１によって、入力された内視鏡画像を
画像診断処理部１２に与える。画像診断処理部１２は、入力された内視鏡画像をモニタ５
に供給して、モニタ５の表示画面上に表示させることができる。また、画像診断処理部１
２は、内視鏡画像に対する診断処理を実施し、診断結果をモニタ出力としてモニタ５に供
給する。これにより、モニタ５の表示画面には、セントラルプロセッサ３からの内視鏡画
像と共に画像診断処理部１２による診断結果が表示される。
【００３６】
　画像診断処理部１２は、処理性能の制限から、内視鏡画像に対するリアルタイム処理で
は、正確で且つ高精度の診断を実施できるとは限らない。そこで、画像診断処理部１２は
、主に、例えば病変部候補の検出のみを行う。画像診断処理部１２は、例えば機械学習等
を利用した診断処理を実施し、内視鏡画像中に病変部候補が存在するか否かを検出する。
画像診断処理部１２は、内視鏡画像中に病変部候補を検出すると、検出結果をモニタ出力
としてモニタ５に出力する。こうして、モニタ５の表示画面上には、内視鏡画像と共に、
病変部候補が検出されたことを示す表示及び病変部候補の位置を示す表示が内視鏡画像に
重ねて表示される。
【００３７】
　術者はモニタ５の表示から、病変部候補が検出されたことを認識する。すると、術者は
、病変部の確実な検出や鑑別のために、当該病変部候補を内視鏡１の撮影範囲に捉えなが
ら、例えばレリーズスイッチ操作する。この操作によって、内視鏡１は静止画像の撮像信
号をセントラルプロセッサ３に出力し、セントラルプロセッサ３は静止画像を内部画像処
理装置４に出力する。一方、レリーズスイッチ操作に基づく操作信号は選択信号として内
部画像処理装置４のスイッチ１１に供給される。これにより、スイッチ１１は、入力され
た病変部候補位置を含む内視鏡静止画像の出力先をインタフェース１３に変更する。こう
して、病変部候補位置を含む内視鏡静止画像は、インタフェース１３から外部ネットワー
ク６を介して外部画像処理装置７に出力される。
　なお、病変部候補が検出された後、ユーザーがレリーズスイッチを押すことで、画像を
外部画像処理装置に送る例を説明したが、病変部候補の検出そのものをトリガーとして画
像を送信しても良い。
【００３８】
　外部画像処理装置７は、入力された内視鏡静止画像に対する診断処理を実施する。外部
画像処理装置７は、高性能処理が可能であり、正確で且つ高精度の診断を実施できる場合
がある。外部画像処理装置７は、病変部候補を含む静止画像に対する診断処理によって、
病変部候補が病変部であるか否かを判定すると共に、可能ならば、病変部の鑑別を行う。
外部画像処理装置７は、病変部の検出結果及び鑑別結果を外部ネットワーク６を介して内
部画像処理装置４に出力する。
【００３９】
　内部画像処理装置４のインタフェース１３は、外部画像処理装置７からの診断結果を受
信して画像診断処理部１２に与える。画像診断処理部１２は、外部画像処理装置７による
信頼度が高い診断結果をモニタ出力としてモニタ５に出力する。こうして、モニタ５の表
示画面上には、内視鏡画像が表示されると共に、当該内視鏡画像中に病変部が存在するか
否かの表示及び存在する場合には病変部の位置を示す表示が表示される。更に、外部画像
処理装置７によって鑑別結果が得られた場合には、病変部の鑑別結果についての表示もモ
ニタ５の表示画面上に表示される。
　なお、外部画像処理装置７から送信される診断結果としては、対象画像が良性か悪性か
の結果（１か０）や、悪性である確率の数値（０～１の間の数値）の場合だけでなく、例
えばグラフ化された診断結果等の表示データが送信される場合もある。この場合には、画
像診断処理部１２は、受信した診断結果を直接モニタ５に出力するようになっていてもよ
い。また、画像診断処理部１２を介さずに外部画像処理装置７の送信データを直接モニタ
５に供給することも可能である。また、画像診断処理部１２は、受信した情報に基づいて
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、病変の検出結果を示す枠の色や形状を変更してモニタ５に表示させるようになっていて
もよい。
【００４０】
　このように、内視鏡を用いた検査中において、内部画像処理装置４が病変部候補を検出
すると、病変部候補に関する表示をモニタ５の表示画面上に表示することができる。内部
画像処理装置４は、外部ネットワーク６の内側に設けられており、短時間に画像情報を受
信することができ、また、比較的短時間で処理が可能な診断処理を実行しており、診断結
果を例えばリアルタイムで表示させることができる。術者は検査途中において病変部候補
が存在することを示す表示を確認すると、内視鏡画像を外部画像処理装置７に転送させる
ための何からの操作を実施する。これにより、スイッチ１１によって内視鏡画像が外部ネ
ットワーク６を介して外部画像処理装置７に転送されることになり、外部画像処理装置７
において高精度（詳細）で信頼性の高い診断結果が得られる。この診断結果は外部ネット
ワーク６を介して内部画像処理装置４に供給されて、モニタ５の表示画面に表示される。
こうして、術者は、例えば、検査途中において、レリーズスイッチ等の操作から所定時間
後に、信頼度が高い詳細な診断結果をモニタ５の表示から認識することができる。また、
外部画像処理装置７には必要な情報のみが伝送されるので、伝送するデータ量を削減する
ことが可能である。
【００４１】
　このように本実施の形態においては、例えば術者の操作に応じた選択信号に基づいて、
外部画像処理装置に送信する画像情報を選択しており、外部画像処理装置に送信するデー
タ量を削減することが可能である。また、画像情報の送信先の選択は、比較的短時間にで
きる処理を内部画像処理装置に実施させるように行われると共に比較的詳細で高い信頼性
が必要な処理を外部画像処理装置に実施させるように行われており、リアルタイム性や高
速性を必要に応じて確保しつつ、信頼性の高い確実な診断を実現することができる。
【００４２】
（第２の実施の形態）
　図３は本発明の第２の実施の形態を示すブロック図である。図３は内部画像処理装置４
の他の具体例を示すものであり、内視鏡システムの全体構成は図１と同様である。図３に
おいて図２と同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００４３】
　第１の実施の形態においては、操作に基づく選択信号によって、外部画像処理装置７に
供給する画像情報を選択する例について説明した。これに対し、本実施の形態は、入力さ
れる画像情報に対する信号処理によって、外部画像処理装置７に供給する画像情報を選択
する例である。
【００４４】
　本実施の形態における内部画像処理装置４は、スイッチ１１に代えて選択部１５を採用
した点が第１の実施の形態と異なる。選択処理部としての選択部１５は、入力された画像
情報に基づいて、外部画像処理装置７に供給する画像情報を選択する。
【００４５】
　図４は図３中の選択部１５の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【００４６】
　図４において、選択部１５は、入力部１５ａ、制御部１５ｂ、判断部１５ｃ及び出力部
１５ｄにより構成されている。制御部１５ｂ及び判断部１５ｃは、ＣＰＵ等を用いたプロ
セッサによって構成されて、図示しないメモリに記憶されたプログラムに従って動作する
ものであってもよいし、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等のハードウェア
の電子回路で機能の一部又は全部を実現するものであってもよい。なお、選択部１５の全
体がＦＰＧＡ等によって構成されていてもよい。
【００４７】
　入力部１５ａは、制御部１５ｂに制御されて、セントラルプロセッサ３を介して入力さ
れる医療画像を取り込む。出力部１５ｄは、入力部１５ａによって取り込まれた医療画像
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を、判断部１５ｃの判断結果に従って、画像診断処理部１２に出力するか又はインタフェ
ース１３に出力する。
【００４８】
　判断部１５ｃは、入力部１５ａから入力された医療画像についての信号処理によって、
入力された医療画像を画像診断処理部１２に出力するか（内部処理）又はインタフェース
１３に出力するか（外部処理）を判断する。例えば、判断部１５ｃは、入力された医療画
像について、色、輝度、合焦状態等の判断を行い、判断結果に従って医療画像の出力先を
決定する。例えば、判断部１５ｃは、医療画像中に、所定の色相範囲外の画像部分が含ま
れる場合には外部処理と判断して医療画像をインタフェース１３に与え、それ以外の色相
の場合には内部処理と判断して医療画像を画像診断処理部１２に与える。
【００４９】
　また、例えば、判断部１５ｃは、医療画像全体の輝度や、医療画像中の部分的な輝度や
その変化に基づいて外部処理すべき画像であるか否かを判断してもよい。また、例えば、
判断部１５ｃは、医療画像全体の合焦状態や、医療画像中の部分的な合焦状態やその変化
に基づいて外部処理すべき画像であるか否かを判断してもよい。
【００５０】
　即ち、判断部１５ｃは、入力された医療画像についての色、輝度、合焦状態等によって
、病変部候補が存在しそうであるか否かを判断したり、診断が困難な画像であるか否か等
を判断したりするようになっている。例えば、判断部１５ｃは、色、輝度、合焦状態等に
よって、病変部候補が存在しそうであると判断した場合には、医療画像を外部処理すべき
画像としてインタフェース１３に出力するようになっていてもよい。また、判断部１５ｃ
は、例えば、画像全体の輝度が極めて低く診断が困難であったり、合焦状態が不良であっ
たりする画像については、入力画像を用いても診断は不能であるものと判定して、外部画
像処理装置７への送信は行わずに、医療画像を内部処理すべき画像として画像診断処理部
１２に出力するようになっていてもよい。また、逆に、必ず診断する必要がある医療画像
の場合には、画像全体の輝度が極めて低く診断が困難な画像や、合焦状態が不良な画像に
ついて、長時間を要しても正確な診断を行うために、医療画像を外部処理すべき画像とし
てインタフェース１３に出力するようになっていてもよい。
　また、例えば、判断部１５ｃは、真っ黒な画像から色付きの画像に変わった場合や、セ
ントラルプロセッサ３から警告情報が送られてきた場合等において、医療画像を外部処理
すべき画像としてインタフェース１３に出力するようになっていてもよい。
【００５１】
　なお、判断部１５ｃを含む選択部１５は、医療画像に対する診断処理を行うわけではな
く、色、輝度、合焦状態等を判定する比較的簡単な処理によって内部処理すべき医療画像
であるか外部処理すべき医療画像であるかを判断しており、処理能力が比較的低いプロセ
ッサによって構成可能である。
【００５２】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図５を参照して説明する。図５
は制御部１５ｂの制御を示すフローチャートである。
【００５３】
　セントラルプロセッサ３からの医療画像は内部画像処理装置４の選択部１５に供給され
る。選択部１５を構成する制御部１５ｂは、入力部１５ａを制御して、入力された医療画
像を取り込む（ステップＳ１）。制御部１５ｂは取り込んだ医療画像を判断部１５ｃ及び
出力部１５ｄに与える。
【００５４】
　判断部１５ｃは、医療画像の色、輝度、合焦状態等を判定して、医療画像が内部処理す
べきか外部処理すべきかを判断する。例えば、判断部１５ｃは、ステップＳ２において、
輝度が所定の閾値を超えたか否かを判定する。例えば、ステップＳ２は、医療画像全体の
輝度が所定の低輝度以下又は所定の高輝度以上の輝度であるかを判定するものであっても
よく、これらの場合には医療画像は極めて暗いか又は明るすぎて、診断は不能であると考
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えられる。この場合には、判断部１５ｃは、ステップＳ３において内部処理を行うために
医療画像を画像診断処理部１２に出力する。また、医療画像全体の輝度が所定の輝度範囲
内にある場合には、外部画像処理装置７において正確な診断が可能であるので、この場合
には、判断部１５ｃは、ステップＳ４において外部処理を行うために医療画像をインタフ
ェース１３に出力する。なお、上述したように、判断部１５ｃは、医療画像全体の輝度が
所定の輝度範囲内にある場合に内部処理すべき画像と判断し、医療画像全体の輝度が所定
の輝度範囲を超えた場合に外部処理すべき画像と判断してもよい。
【００５５】
　他の作用は第１の実施の形態と同様である。
【００５６】
　このように本実施の形態においては、医療画像に対する信号処理に基づいて、外部画像
処理装置に送信する画像情報を選択しており、外部画像処理装置に送信するデータ量を削
減することが可能である。また、画像情報の送信先の選択は、比較的短時間にできる処理
を内部画像処理装置に実施させるように行われると共に、高い信頼性が必要な処理を外部
画像処理装置に実施させるように行われており、リアルタイム性や高速性を必要に応じて
確保しつつ、信頼性の高い確実な診断を実現することができる。
　なお、選択部における画像処理によって外部画像処理装置に送信する画像情報を選択す
る例を説明したが、セントラルプロセッサ３における画像処理結果によって、外部画像処
理装置に送信する画像情報を選択するようになっていてもよい。この場合には、選択部と
しては、図２と同様のスイッチを採用すればよい。
【００５７】
　なお、上記第１及び第２の実施の形態においては、スイッチ１１又は選択部１５は、画
像情報を画像診断処理部１２又はインタフェース１３の一方に選択的に出力する例を説明
したが、インタフェース１３に画像情報を出力する場合には、インタフェース１３に供給
する画像情報を画像診断処理部１２にも与えるようにしてもよい。
【００５８】
（第３の実施の形態）
　図６は本発明の第３の実施の形態を示すブロック図である。図６は内部画像処理装置４
の他の具体例を示すものであり、内視鏡システムの全体構成は図１と同様である。
【００５９】
　図６において、内部画像処理装置４は、入力部１４ａ、制御部１４ｂ、選択及び画像処
理部１４ｃ、出力部１４ｄ並びにインタフェース１４ｅにより構成されている。図６の内
部画像処理装置４は、図３の選択部１５、画像診断処理部１２及びインタフェース１３と
同様の機能を有する。入力部１４ａ、制御部１４ｂ、出力部１４ｄ及びインタフェース１
４ｅは、それぞれ図４の入力部１５ａ、制御部１５ｂ、出力部１５ｄ及びインタフェース
１３と同様の機能を有し、選択及び画像処理部１４ｃは、判断部１５ｃ及び画像診断処理
部１２と同様の機能を有する。
【００６０】
　制御部１４ｂと選択及び画像処理部１４ｃとは、ＣＰＵ等を用いたプロセッサによって
構成されて、図示しないメモリに記憶されたプログラムに従って動作するものであっても
よいし、ＦＰＧＡ等のハードウェアの電子回路で機能の一部又は全部を実現するものであ
ってもよい。なお、図６の内部画像処理装置４全体がＦＰＧＡ等によって構成されていて
もよい。
【００６１】
　入力部１４ａは、制御部１４ｂに制御されて、セントラルプロセッサ３を介して入力さ
れる医療画像を取り込む。出力部１４ｄは、入力部１４ａによって取り込まれた医療画像
を、選択及び画像処理部１４ｃの判断結果に従って、インタフェース１４ｅに出力する。
【００６２】
　内部画像処理部及び選択処理部としての選択及び画像処理部１４ｃは、入力部１４ａか
ら入力された医療画像についての信号処理によって、入力された医療画像を選択及び画像
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処理部１４ｃにおいて用いるか（内部処理）又はインタフェース１４ｅに出力するか（外
部処理）を判断する。なお、選択及び画像処理部１４ｃにおける判断手法は判断部１５ｃ
と同様であり、説明を省略する。
【００６３】
　他の構成及び作用は、図３及び図４と同様である。
【００６４】
　このように本実施の形態においても、第２の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。
【００６５】
（第４の実施の形態）
　図７は本発明の第４の実施の形態を示すブロック図である。図７は内部画像処理装置４
の他の具体例を示すものであり、内視鏡システムの全体構成は図１と同様である。
【００６６】
　第１の実施の形態においては、操作に基づく選択信号によって、外部画像処理装置７に
供給する画像情報を選択する例について説明した。これに対し、本実施の形態は、入力さ
れる画像情報に対する画像処理によって診断を実施し、診断結果に従って外部画像処理装
置７に供給する画像情報を選択する例である。
【００６７】
　図７において、内部画像処理装置４は、画像処理部２２、選択部２３及びインタフェー
ス２４によって構成される。内部画像処理部及び選択処理部としての画像処理部２２は、
入力された画像情報に対する画像処理によって診断を行うと共に、診断結果に従って、外
部画像処理装置７に供給する画像情報を選択するための判断を行う。選択部２３は、画像
処理部２２から画像情報が与えられており、画像処理部２２の判断に従って外部処理すべ
きと判断された画像情報をインタフェース２４に出力する。インタフェース２４は、イン
タフェース１３と同様の構成であり、選択部２３からの画像情報を外部ネットワーク６を
介して外部画像処理装置７に供給すると共に、外部画像処理装置７からの情報を外部ネッ
トワーク６を介して受信して画像処理部２２に供給するようになっている。
【００６８】
　図８は図７中の画像処理部２２の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【００６９】
　図８において、画像処理部２２は、入力部２２ａ、制御部２２ｂ、診断部２２ｃ、選択
判断部２２ｄ及び出力部２２ｅにより構成されている。制御部２２ｂ、診断部２２ｃ及び
選択判断部２２ｄは、ＣＰＵ等を用いたプロセッサによって構成されて、図示しないメモ
リに記憶されたプログラムに従って動作するものであってもよいし、ＦＰＧＡ等のハード
ウェアの電子回路で機能の一部又は全部を実現するものであってもよい。なお、画像処理
部２２の全体がＦＰＧＡ等によって構成されていてもよく、図７の内部画像処理装置４の
全体がＦＰＧＡ等によって構成されていてもよい。
【００７０】
　入力部２２ａは、制御部２２ｂに制御されて、セントラルプロセッサ３を介して入力さ
れる医療画像を取り込む。出力部２２ｅは、制御部２２ｂに制御されて、入力部２２ａに
よって取り込まれた医療画像をそのままモニタ５に出力すると共に、診断部２２ｃの診断
結果を付加した医療画像をモニタ５に出力することもできるようになっている。また、出
力部２２ｅは、制御部２２ｂに制御されて、入力部２２ａによって取り込まれた医療画像
の一部又は全部を選択部２３に出力する。
【００７１】
　診断部２２ｃは、入力部２２ａを介して入力された医療画像に対する画像処理によって
、診断支援を行うことができるようになっている。例えば、診断部２２ｃは、医療画像に
基づいて病変部候補を検出することができる。また、例えば、診断部２２ｃは、検出した
病変部候補について、良性か悪性か等の鑑別を行うことができるようになっていてもよい
。
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【００７２】
　診断部２２ｃは、病変部候補の検出や鑑別に、公知の各種手法を採用することができる
。例えば、診断部２２ｃ、ＡＩを用いた機械学習によって病変部候補の検出や鑑別を行う
ようになっていてもよく、医療画像に対する画像解析により、色、突起部等の形状、表面
形状等について各像部分を判定することで、病変部候補の検出や鑑別を行ってもよい。
【００７３】
　選択判断部２２ｄは、入力部２２ａによって入力された医療画像のうちの一部の画像を
選択的に外部画像処理装置７に送信させるための選択を行う。本実施の形態においては、
選択判断部２２ｄは、診断部２２ｃの診断結果を利用して、外部画像処理装置７に送信す
る医療画像を選択するようになっている。
【００７４】
　上述したように、外部画像処理装置７は診断部２２ｃと同様の機能を有し、診断部２２
ｃよりも高精度の処理を高い信頼度で行うことができる。そこで、選択判断部２２ｄは、
詳細で且つ高い信頼度の診断結果が必要な画像を選択して外部画像処理装置７に送信する
ように、画像選択の判断を行う。
【００７５】
　例えば、選択判断部２２ｄは、診断部２２ｃにおいて病変部候補の検出が可能であるが
、病変部の特定が不能である場合、或いは病変部の特定は可能であるが病変部の良性悪性
の鑑別が不能である場合等においては、当該病変部候補又は特定された病変部を含む画像
部分を外部画像処理装置７に送信するための選択を行う。
【００７６】
　また、選択判断部２２ｄは、診断部２２ｃにおいて検出された病変部候補の検出結果の
信頼度が所定の閾値よりも低い画像、又は病変部候補の検出自体が困難な画像を外部画像
処理装置７に供給するための選択信号を発生してもよい。これにより、このような画像で
あっても、外部画像処理装置７において確実な病変部の検出が可能となる。また、選択判
断部２２ｄは、病変部候補のサイズを判定し、所定のサイズよりも大きい病変部候補を含
む画像を外部画像処理装置７に供給するための選択信号を発生してもよい。これにより、
病変の悪化が懸念されるサイズの病変部候補については、外部画像処理装置７において確
実に病変部の特定及び鑑別等が可能となる。
【００７７】
　更に、選択判断部２２ｄは、外部画像処理装置７に伝送する画像として、病変部候補を
含むフレーム及び前後の所定数のフレームを選択するための選択信号を発生してもよい。
これにより、必要十分な画像を伝送することで、外部画像処理装置７において確実な診断
を可能にすると共に、外部画像処理装置７に伝送するデータ量を抑制することが可能であ
る。
【００７８】
　また、選択判断部２２ｄは、診断部２２ｃにおける診断が著しく困難な画像、例えば、
暗い画像、非合焦の画像、ブレが生じている画像、色や輝度が診断に適さない画像等につ
いては、外部画像処理装置７に伝送する画像として選択しないようにしてもよい。また、
逆に、選択判断部２２ｄは、診断部２２ｃにおける診断が著しく困難な画像であっても診
断すべき画像については、例え暗い画像、非合焦の画像、ブレが生じている画像、色や輝
度が診断に適さない画像等であっても、外部画像処理装置７に伝送する画像として選択す
るようにしてもよい。
【００７９】
　選択判断部２２ｄは、選択すべき画像部分を指定するための選択信号を選択部２３に出
力する。選択部２３は、画像処理部２２から与えられる画像のうち、選択信号によって指
定された画像部分のみを選択してインタフェース２４に出力するようになっている。
【００８０】
　また、選択判断部２２ｄは、選択信号により、例えば病変部候補を含む画像部分のみを
トリミングして選択するための選択信号を発生してもよい。これにより、外部画像処理装
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置７に伝送するデータ量を削減することが可能である。
【００８１】
　次に、このように構成された実施の形態の動作について図９を参照して説明する。図９
は制御部２２ｂの制御を示すフローチャートである。
【００８２】
　いま、内視鏡１を被検体に挿入し、内視鏡画像を用いて被検体内の病変部の検出及び鑑
別を行うものとする。術者は図示しない挿入部を図示しない被検体内に挿入する。内視鏡
１は被検体内の撮影によって得た撮像信号をセントラルプロセッサ３に出力する。セント
ラルプロセッサ３は、内視鏡１からの撮像信号に基づく内視鏡画像を生成して、内部画像
処理装置４に出力する。
【００８３】
　内部画像処理装置４を構成する図８の制御部２２ｂは、図９のステップＳ１において内
視鏡画像を取り込み、診断部２２ｃに与える。診断部２２ｃは、内視鏡画像に対する診断
処理を実施し、診断結果を出力する（ステップＳ１１）。出力部２２ｅは、セントラルプ
ロセッサ３からの内視鏡画像と診断部２２ｃによる診断結果をモニタ５に出力して、表示
画面上に表示させる。
【００８４】
　診断部２２ｃは、処理性能の制限から、内視鏡画像に対するリアルタイム処理では、正
確で且つ高精度の診断を実施できるとは限らない。そこで、選択判断部２２ｄは、診断部
２２ｃの診断結果に従って、より高精度の診断が必要であるか否かを判断し（ステップＳ
１２）、必要である場合には、診断に必要な画像を外部画像処理装置７に送信するための
選択信号を発生する。
【００８５】
　例えば、診断部２２ｃは、リアルタイムでは病変部候補の検出しかできない場合がある
。診断部２２ｃは内視鏡画像中に病変部候補を検出すると、検出結果を出力部２２ｅを介
してモニタ５に出力する。こうして、モニタ５の表示画面上には、内視鏡画像と共に、病
変部候補が検出されたことを示す表示及び病変部候補の位置を示す表示が内視鏡画像に重
ねて表示される。
【００８６】
　診断部２２ｃにおいて病変部についての鑑別が行われていないことから、選択判断部２
２ｄは、ステップＳ１２において、より高精度の診断が必要と判断して処理をステップＳ
４に移行し、病変部候補を含む画像部分を選択的に送信させるための選択信号を発生する
。
【００８７】
　この選択信号は、選択部２３に供給される。選択部２３は、画像処理部２２からの画像
のうち選択信号によって指定された画像部分を選択して、インタフェース２４に出力する
。これにより、病変部候補位置を含む内視鏡画像は、インタフェース２４から外部ネット
ワーク６を介して外部画像処理装置７に出力される。
【００８８】
　外部画像処理装置７は、入力された内視鏡画像に対する診断処理を実施する（ステップ
Ｓ４）。外部画像処理装置７は、高性能処理が可能であり、正確で且つ高精度の診断を実
施できる場合がある。外部画像処理装置７は、病変部候補を含む画像に対する診断処理に
よって、病変部候補が病変部であるか否かを判定すると共に、病変部の鑑別を行う。外部
画像処理装置７は、病変部の検出結果及び鑑別結果を外部ネットワーク６を介してインタ
フェース２４に出力する。
【００８９】
　インタフェース２４は、外部画像処理装置７からの診断結果を受信して診断部２２ｃに
与える。診断部２２ｃは、外部画像処理装置７による信頼度が高い診断結果を出力部２２
ｅを介してモニタ５に出力する。こうして、モニタ５の表示画面上には、内視鏡画像が表
示されると共に、当該内視鏡画像中に病変部が存在するか否かの表示及び存在する場合に



(15) JP WO2020/090002 A1 2020.5.7

10

20

30

40

50

は病変部の位置を示す表示が表示される。更に、外部画像処理装置７によって鑑別結果が
得られた場合には、病変部の鑑別結果についての表示もモニタ５の表示画面上に表示され
る。
【００９０】
　例えば、ポリープの検査を行うものとする。この場合には、診断部２２ｃは、比較的簡
単な処理によって短時間にポリープを検出する。この結果、略リアルタイムで、モニタ５
上にポリープの可能性のある部分の表示が行われる。更に、術者が当該ポリープについて
詳細な検査を行うために挿入部をポリープ近傍に近づけようと挿入操作を行っている間に
、画像データが外部画像処理装置７に転送され、精密な診断処理によってポリープの種類
等の鑑別が行われて、その結果が診断部２２ｃに送信される。これにより、挿入操作の途
中で、ポリープ部分が良性であるか悪性であるかを示す表示が行われる。即ち、内部画像
処理装置４と外部画像処理装置７とで自動的に連携した診断が行われて、高速且つ確実な
診断が可能となる。
【００９１】
　なお、ステップＳ１２において、選択判断部２２ｄにより高精度の診断が必要と判断さ
れない場合には、病変部候補を含む画像部分を選択的に送信させるための選択信号は発生
せず、内部処理のみが行われる。即ち、この場合には、モニタ５の表示画面上には、診断
部２２ｃによる診断結果のみが表示される。
【００９２】
　なお、選択判断部２２ｄは、ステップＳ１２における選択の判断において、病変部候補
の検出結果の信頼度、病変部候補のサイズ、伝送する画像のフレーム、診断が著しく困難
な画像であるか否か、トリミングの範囲を考慮して、選択信号を生成してもよい。
【００９３】
　このように本実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。更に、本実施の形態においては、外部画像処理装置に伝送する画像を、内部画像処理
装置における診断結果に基づいて判定しており、外部画像処理装置において診断すべき画
像を確実に選択することが可能である。例えば、内部画像処理装置においてリアルタイム
性を重視した診断のみを行った場合でも、内部画像処理装置では行われていない詳細で信
頼度の高い診断を外部画像処理装置において確実に行うことが可能となる。これにより、
リアルタイム性や高速性を必要に応じて確保しつつ、詳細で信頼性の高い診断を確実に実
現することができる。
【００９４】
（第５の実施の形態）
　図１０は本発明の第５の実施の形態を示すブロック図である。図１０において図１と同
一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００９５】
　上記各実施の形態においては、リアルタイムに入力される動画像に対して処理を行う装
置の例を説明したが、本実施の形態は記録されている動画像に対して処理を行う装置の例
である。その一例として、図１０はカプセル内視鏡によって取得された画像を処理する例
を示している。
【００９６】
　カプセル内視鏡３１は、カプセル形状の密閉容器（カプセル）に撮像素子を設けて、患
者が口から飲み込んだカプセルが体内を進行する過程において撮影を行う内視鏡である。
カプセル内視鏡３１は、撮影により取得した内視鏡画像を無線により受信装置３２に送信
する。
【００９７】
　受信装置３２は、無線送受信機により構成されており、カプセル内視鏡３１からの画像
を受信する受信機能を備えている。また、受信装置３２は、記録部３２ａを備えており、
カプセル内視鏡３１から送信された内視鏡画像を受信して、記録部３２ａに記録するよう
になっている。記録部３２ａは、図示しない記録媒体により構成されており、カプセル内
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視鏡３１によって撮像された内視鏡画像を記録する。クレードル３３は、受信装置３２を
載置可能に構成されて、受信装置３２に対する充電が可能である。
【００９８】
　本実施の形態においては、クレードル３３は、内部画像処理部を有しており、受信装置
３２の充電機能の他に、記録部３２ａに記録された画像を読出して取り込む機能、取り込
んだ画像に対する診断機能、取り込んだ画像のうち外部画像処理装置７に送信する画像を
選択して送信する機能、診断結果を受信する機能並びに取り込んだ画像及び診断結果をモ
ニタ５に出力する機能を備える。
【００９９】
　例えば、クレードル３３は、図７の画像処理部２２、選択部２３及びインタフェース２
４と同様の構成を有しており、そのうちの画像処理部２２は、図８の入力部２２ａ、制御
部２２ｂ、診断部２２ｃ、選択判断部２２ｄ、出力部２２ｅと同様の構成を有している。
【０１００】
　即ち、クレードル３３は、記録部３２ａから画像を取り込み、診断を行うことができる
。なお、クレードル３３による診断は、診断部２２ｃによる診断と同程度の比較的簡易な
ものであってもよく、例えば、病変部候補が存在するか否か等の判断を行うものであれば
よい。クレードル３３は、診断の結果、病変部候補が撮像されている画像のみについて、
外部画像処理装置７に送信するように画像の選択を行う。クレードル３３は、選択した画
像のみを外部ネットワーク６を介して外部画像処理装置７に出力する。
【０１０１】
　他の構成及び作用は第４の実施の形態と同様である。
【０１０２】
　一般的に、カプセル内視鏡３１によって撮影される画像数は膨大であり、その全てのデ
ータに対して比較的短時間に詳細な診断結果を得るためには、極めて処理能力が高い画像
処理装置（コンピュータ）が必要であり、このような画像処理装置は検査室等に配置困難
な場合が多い。そこで、カプセル内視鏡３１によって取得された画像を外部ネットワーク
６を介して高い処理能力を有する外部画像処理装置７に伝送して診断を実施することが考
えられる。本実施の形態においては、この場合において、膨大な数の内視鏡画像のうち、
病変部候補が存在する画像のみを外部画像処理装置７に伝送するようになっており、伝送
するデータ量を著しく削減することが可能である。
【０１０３】
　なお、クレードル３３は、外部画像処理装置７から外部ネットワーク６を介して診断結
果を受信し、モニタ５に内視鏡画像と共に診断結果を表示するようになっていてもよい。
【０１０４】
　このように本実施の形態においては、第４の実施の形態と同様に、外部画像処理装置に
伝送する画像を、クレードルにおける診断結果に基づいて判定しており、外部画像処理装
置において診断すべき画像のみを選択して伝送することが可能であり、伝送するデータ量
を著しく削減することができる。
【０１０５】
（第６の実施の形態）
　図１１は本発明の第６の実施の形態を示すブロック図である。図１１において図１０と
同一の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　本実施の形態はクレードル３３に代えて画像処理装置３５、選択部３６及びインタフェ
ース３７を採用した点が第５の実施の形態と異なる。受信装置３２には記録部３２ａに記
録された画像を転送するためのインタフェース３２ｂが設けられている。インタフェース
３２ｂとしては例えばＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）端子や無線インタフェース等
を採用することができる。画像処理装置３５は、内部画像処理部３５ａを含む。内部画像
処理部３５ａは、インタフェース３２ｂを介して記録部３２ａに記録されている画像を取
り込んで、診断を行うようになっている。なお、内部画像処理部３５ａは、例えば、ＡＩ
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を用いた機械学習によって病変部候補の検出や鑑別を行うようになっていてもよく、医療
画像に対する画像解析により、色、突起部等の形状、表面形状等について各像部分を判定
することで、病変部候補の検出や鑑別を行ってもよい。
【０１０７】
　本実施の形態においては、画像処理装置３５は、内部画像処理部３５ａの診断結果に従
って、外部画像処理装置７に送信する画像を選択するようになっている。即ち、画像処理
装置３５は、図８の選択判断部２２ｄと同様の構成を有する。画像処理装置３５は、内部
画像処理部３５ａの診断よりもより高精度の診断が必要と判断した場合、例えば、内部画
像処理部３５ａにより検出された病変部候補の鑑別を行う場合等においては、病変部候補
を含む画像部分を選択的に送信させるための選択信号を発生する。この選択信号は、選択
部３６に供給される。
【０１０８】
　選択部３６は、画像処理装置３５からの画像のうち選択信号によって指定された画像部
分を選択して、インタフェース３７に出力する。インタフェース３７は、図７のインタフ
ェース２４と同様の構成を有しており、選択部３６からの画像を外部ネットワーク６を介
して外部画像処理装置７に送信すると共に、外部画像処理装置７からの診断結果を外部ネ
ットワーク６を介して受信して画像処理装置３５に出力する。
【０１０９】
　これにより、病変部候補位置を含む内視鏡画像は、インタフェース３７から外部ネット
ワーク６を介して外部画像処理装置７に出力され、外部画像処理装置７による鑑別結果は
、インタフェース３７によって受信されて画像処理装置３５に供給される。
　画像処理装置３５は、内視鏡画像と内部画像処理部３５ａの処理結果及びインタフェー
ス３７を介して受信した処理結果の一方又は両方とをモニタ５に出力して表示させること
ができる。また、画像処理装置３５は、処理結果を受信装置３２に出力するようになって
いてもよく、また、内視鏡画像と内部画像処理部３５ａの処理結果及びインタフェース３
７を介して受信した処理結果の一方又は両方とを図示しない外部サーバに転送するように
なっていてもよい。
【０１１０】
　他の構成及び作用は第５の実施の形態と同様である。
【０１１１】
　このように本実施の形態においても、第５の実施の形態と同様に、外部画像処理装置に
おいて診断すべき画像のみを選択して伝送することが可能であり、伝送するデータ量を著
しく削減することができる。また、本実施の形態においては、既存の診断装置を利用する
ことができ、比較的容易に内視鏡システムを構築することができる。
【０１１２】
　本発明は、上記各実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
　例えば、外部画像処理装置７に伝送する画像としては、病変部候補を含むフレーム及び
前後の所定数のフレームを送信するようになっていてもよい。これにより、必要十分な画
像を伝送することで、外部画像処理装置７において確実な診断を可能にすると共に、外部
画像処理装置７に伝送するデータ量を抑制することが可能である。
【０１１３】
　また、ここで説明した技術のうち、主にフローチャートで説明した制御や機能は、多く
がプログラムにより設定可能であり、そのプログラムをコンピュータが読み取り実行する
ことで上述した制御や機能を実現することができる。そのプログラムは、コンピュータプ
ログラム製品として、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等、不揮発性メモリ等の可搬
媒体や、ハードディスク、揮発性メモリ等の記憶媒体に、その全体あるいは一部を記録又
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は記憶することができ、製品出荷時又は可搬媒体或いは通信回線を介して流通又は提供可
能である。利用者は、通信ネットワークを介してそのプログラムをダウンロードしてコン
ピュータにインストールしたり、あるいは記録媒体からコンピュータにインストールした
りすることで、容易に本実施の形態の移動支援システムを実現することができる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月7日(2021.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡システムに用いる画像処理装置は、入力された画像に対する病
変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一方を含む画像処理を行う内部
画像処理部と、外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された
画像の一部を選択して送信するための選択処理を行う選択処理部と、前記外部画像処理装
置による前記病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一方の処理結果
を受信するインタフェースと、を具備する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様による内視鏡システムに用いる画像処理方法は、入力された画像に対す
る病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一方を含む画像処理を行い
、外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行い、前記外部画像処理装置の前記病変部候補の検出
と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一方の処理結果を受信する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像に対する病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一
方を含む画像処理を行う内部画像処理部と、
　外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行う選択処理部と、
　前記外部画像処理装置による前記病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少な
くとも一方の処理結果を受信するインタフェースと、
を具備したことを特徴とする内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項２】
　前記選択処理部は、操作信号に基づいて前記選択処理を行って、前記入力された画像を
前記内部画像処理部に供給するか前記外部画像処理装置に送信するかを切換えるための画
像の選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項３】
　前記選択処理部は、前記入力された画像の信号処理に基づいて前記選択処理を行って、
前記入力された画像を前記内部画像処理部に供給するか前記外部画像処理装置に送信する
かを切換えるための画像の選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項４】
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　前記選択処理部は、前記内部画像処理部に入力された画像のうち前記外部画像処理装置
に送信する画像を選択するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項５】
　前記選択処理部は、前記内部画像処理部による画像処理の処理結果に基づいて、前記外
部画像処理装置に送信する画像を選択するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項６】
　前記内部画像処理部は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項７】
　前記外部画像処理装置は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項８】
　前記内部画像処理部及び外部画像処理装置は、診断処理を実施する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項９】
　前記内部画像処理部は、外部画像処理装置に比較して短時間で処理結果を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１０】
　前記外部画像処理装置は、内部画像処理部に比較して詳細な処理結果を出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１１】
　前記内部画像処理部は、前記入力された画像に対する第１の診断を実施し、
　前記選択処理部は、前記外部画像処理装置において前記第１の診断よりも詳細な第２の
診断を行うための画像を、前記第１の診断の結果に基づいて選択する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１２】
　前記内部画像処理部は、前記入力された画像から病変部候補の検出を行い、
　前記選択処理部は、前記外部画像処理装置に対して前記病変部候補の鑑別を行わせるた
めに、前記病変部候補の画像部分を含む画像を選択的に送信するための画像を選択し、
　前記インタフェースは、前記外部画像処理装置による、前記選択処理部から送信された
画像に基づく前記病変部候補の鑑別結果を前記処理結果として受信する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１３】
　前記選択処理部は、前記病変部候補を含む画像部分をトリミングした画像を前記外部画
像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１４】
　前記選択処理部は、前記病変部候補の検出の信頼度が所定の閾値よりも低い画像を前記
外部画像処理装置に送信するための選択処理を行い、
　前記インタフェースは、前記外部画像処理装置による、前記選択処理部から送信された
前記病変部候補の検出の信頼度が所定の閾値よりも低い画像に基づく前記処理結果を受信
する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１５】
　前記選択処理部は、前記病変部候補の画像部分のサイズが所定のサイズよりも大きい画
像を前記外部画像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１６】
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　前記選択処理部は、前記病変部候補のフレームを含む前後所定数のフレームの画像を前
記外部画像処理装置に送信するための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１７】
　前記選択処理部は、前記入力された画像の輝度範囲、色範囲、合焦状態範囲の少なくと
も１つの範囲が各閾値の範囲外にある場合には、前記入力された画像を前記外部画像処理
装置に送信しないための選択処理を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１８】
　前記内部画像処理部の処理結果及び前記外部画像処理装置の処理結果の少なくとも一方
と前記入力された画像とを出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項１９】
　前記内部画像処理部の処理結果及び前記外部画像処理装置の処理結果の少なくとも一方
と前記入力された画像とをモニタに出力する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置。
【請求項２０】
　前記選択処理部は、静止画像撮影と、静止画像表示と、観察モード切替と、画像拡大と
、画像の所定時間以上の停止と、医療機器のオン、オフの切り替えとの少なくとも１つで
ある操作信号に基づいて前記選択処理を行うことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡シ
ステムに用いる画像処理装置。
【請求項２１】
　請求項１から２０のいずれか１つに記載の内視鏡システムに用いる画像処理装置と、
　前記外部画像処理装置と
を具備したことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２２】
　入力された画像に対する病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくとも一
方を含む画像処理を行い、
　外部ネットワークに接続された外部画像処理装置に対して前記入力された画像の一部を
選択して送信するための選択処理を行い、
　前記外部画像処理装置の前記病変部候補の検出と、前記病変部候補の鑑別との少なくと
も一方の処理結果を受信する
ことを特徴とする内視鏡システムに用いる画像処理方法。
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